
 岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和元年７月30日 

岩手県公安委員会 

委員長 小 野 公 代  

岩手県公安委員会規則第６号 

   岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 岩手県道路交通法施行細則（昭和35年岩手県公安委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１  （運転者の遵守事項）  （運転者の遵守事項） 

 第14条 法第71条第６号の規定による車両等の運転者が守ら

なければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 

第14条 法第71条第６号の規定による車両等の運転者が守ら

なければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 

  (１) 運転の妨げとなるような服装をし、又は下駄
た

その他

運転の妨げとなるような履物を履いて自動車又は原動機

付自転車を運転しないこと。 

 (１) 下駄その他運転の妨げとなるような履物を履いて自

動車又は原動機付自転車を運転しないこと。 

  (２)～(10) ［略］  (２)～(10) ［略］ 

２ 別表第２（第12条の２関係） 別表第２（第12条の２関係） 

  種 類 路線名 区 間   種 類 路線名 区 間  

   ［略］      ［略］    

  一般国道  ［略］    一般国道  ［略］   

   45号  ［略］    45号  ［略］  

    釜石市松原町二丁目35番３から港

町二丁目51番50まで 

    釜石市唐丹町字上荒川89番３から

両石町第４地割18番16まで 

 

    上閉伊郡大槌町大槌第15地割字辺

津沢７番２大槌インターチェンジ

から宮古市上鼻二丁目40番１まで 

    上閉伊郡大槌町大槌第15地割字辺

津沢７番２大槌インターチェンジ

から宮古市上鼻二丁目40番１まで 

 

         下閉伊郡山田町船越第２地割30番

47から宮古市田老字向山76番２ま

で 

 

         宮古市田老字駿達58番３から下閉

伊郡岩泉町小本字鈩307番１まで 

 

    宮古市田老字駿達54番１田老真崎

海岸インターチェンジから下閉伊

郡田野畑村南大芦57番１鵜の巣断

崖インターチェンジまで 

    宮古市田老字駿達54番１田老真崎

海岸インターチェンジから下閉伊

郡田野畑村南大芦57番１鵜の巣断

崖インターチェンジまで 

 

         下閉伊郡田野畑村南大芦47番４か

ら下閉伊郡普代村第13地割字普代

87番２まで 

 

    下閉伊郡田野畑村菅窪６番13から

尾肝要88番１まで 

    下閉伊郡田野畑村菅窪６番13から

尾肝要88番１まで 

 

    下閉伊郡普代村第12地割字中村10     下閉伊郡普代村第12地割字中村10  



    番２から第16地割字天拝坂43番１

まで 

    番２から第16地割字天拝坂43番１

まで 

 

         下閉伊郡普代村第16地割字天拝坂

18番４から久慈市長内町第18地割

12番１まで 

 

    久慈市長内町第17地割130番29か

ら九戸郡洋野町種市第42地割田の

端１番１まで 

    久慈市長内町第17地割130番29か

ら九戸郡洋野町種市第42地割田の

端１番１まで 

 

    ［略］      ［略］   

  県道  ［略］    県道  ［略］   

   水沢米里

線 

 ［略］    水沢米里

線 

 ［略］  

        盛岡和賀

線 

盛岡市湯沢17地割19番１地先から

紫波郡矢巾町流通センター南二丁

目６番15地先まで 

 

        一関北上

線 

一関市山目字大槻89番11地先から

中央町二丁目35番２地先まで 

 

        一関大東

線 

一関市中央町二丁目34番２地先か

ら狐禅寺字手負沢50番11地先まで 

 

   上米内湯

沢線 

盛岡市永井１地割47番１地先から

羽場11地割53番１地先まで 

   上米内湯

沢線 

盛岡市永井１地割47番１地先から

湯沢17地割19番１地先まで 

 

   花巻平泉

線 

    花巻平泉

線 

花巻市二枚橋第３地割116番１地

先から台第５地割17番６地先まで 

 

    北上市和賀町横川目11地割132番

１地先から山口36地割26番１地先

まで 

    北上市和賀町横川目11地割132番

１地先から山口36地割26番１地先

まで 

 

    ［略］      ［略］   

   水海大渡

線 

 ［略］    水海大渡

線 

 ［略］  

        東宮野目

二枚橋線 

花巻市下似内第１地割101番１地

先から東宮野目第２地割59番１地

先まで 

 

  市道  ［略］    市道  ［略］   

   耳取三ノ

関線 

奥州市江刺岩谷堂字松長根58番６

地先から58番２地先まで 

   耳取三ノ

関線 

奥州市江刺岩谷堂字松長根32番２

地先から字袖山11番19地先まで 

 

    ［略］      ［略］   

   港町３号

線 

 ［略］    港町３号

線 

 ［略］  

        工業団地

線 

八幡平市大更第２地割154番35地

先から154番23地先まで 

 



        川原町南

田線 

北上市北工業団地665番２地先か

ら116番１地先まで 

 

  町道  ［略］    町道  ［略］   

   寺野線  ［略］    寺野線  ［略］  

        流通セン

ター二丁

目９号線 

紫波郡矢巾町流通センター南二丁

目６番15地先から15番地先まで 

 

   ［略］      ［略］    

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和元年７月31日から施行する。ただし、表１の項の改正部分は、同年８月６日から施行する。 
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